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とやま中央会 FAX 情報 

２０２６．５．１ 発行 №７２６ 
 

取引力強化推進事業公募のご案内 
 
本会では、中小企業・小規模事業者の連携により共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化推進

を図るために行う取組みに対して助成する取引力強化推進事業の公募を行います。 

なお、応募書類に基づき、選考委員会による厳正な選考を行いますので、ご希望に添えない場合があ

ります。ご了承ください。 

 

１．補助対象者 

（１）構成員の総数の 1/2 以上の小規模事業者

を有する事業協同組合（連合会）・商工組合（連

合会）・商店街振興組合（連合会） 

（２）事業協同小組合及び企業組合 

（３）常時使用する従業員の数が５人以下であ

る又は組合員の 3/4 以上が協業実施直前にお

いて小規模事業者であった協業組合 

（４）直接又は間接の構成員の 2/3 以上が中小

企業基本法第２条に規定する中小企業者であ

り、構成員の 1/2 以上が小規模事業者である

一般社団法人 等 

※小規模事業者…常時使用する従業員の数が 

２０人以下（商業・サービス業においては５人以

下）の会社及び個人 

２．補助対象事業 

（１）共同事業活性化 

 共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事

業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合Ｈ

Ｐやチラシ等の検討や作成を行う事業 

（２）受注促進 

 共同受注促進のため、組合ブランド商品のＨ

Ｐやチラシ等の検討や作成を行う事業 

（３）ブランド構築 

 連携によるブランド構築を目指す事業であっ

て、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブラ

ンドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケ

ージ等の検討・作成を行う事業 

（４）取引条件改善 

 団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交

渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促

進するために行う事業 

（５）その他 

 上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小

企業・小規模事業者の取引力強化を促進する

ための事業 

３．補助対象経費 

 謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場

借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費 

４．補助限度額・補助率 

 補助上限額：50万円、補助下限額：10万円 

 補助率：補助対象経費総額（税抜き）の2/3 

５．提出書類・提出方法 

（１）申請書 

  本会ホームページより、応募申請書をダウ

ンロードし、正１部、副１部を作成してください。 

（２）添付書類 

  申請に際しては以下の書類１部（共同申請の 

場合は全ての申請者の書類を各１部）を添付く 

ださい。 
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①定款 

②直近年度の事業報告書及び決算関係書類（設

立１年未満の組合の場合は月次決算書等によ

る申請日前月末時点の貸借対照表及び損益計

算書） 

③当該事業年度の事業計画書及び収支予算書 

④組合員名簿 

（１）、（２）の書類を持参又は郵送にてご提出

ください。 

６．公募期間 

 令和８年５月１１日（月）～６月１９日（金） 

７．提出・お問い合わせ先 

富山県中小企業団体中央会 流通労働支援課 

〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3 

富山商工会議所ビル６階 

 ＴＥＬ．０７６－４２４－３６８６ 

 

◇ 小企業者組合成長戦略推進プログラム等支

援事業公募のご案内 

 

 本会では、小企業者組合等が組合員及び組合

活性化のために実施する経営基盤強化や生産性

向上を目指した既存の事業の改善や新たな事業

開発のためのフィージビリティ・スタディ（実

現可能性調査）等に対して助成する小企業者組

合成長戦略推進プログラム等支援事業の公募を

行います。 

なお、応募書類に基づき、選考委員会による

厳正な選考を行いますので、ご希望に添えない

場合があります。ご了承ください。 

 

１．補助対象者 

（１）構成員の総数の3/4以上の小企業者を有

する事業協同組合（連合会）・商工組合（連

合会）・商店街振興組合（連合会） 

（２）事業協同小組合及び企業組合 

（３）常時使用する従業員の数が５人以下であ

る又は組合員の3/4以上が協業実施直前にお

いて小企業者であった協業組合 等 

※小企業者…常時使用する従業員の数が５人以

下（商業・サービス業においては２人以下）の

会社及び個人 

２．補助対象事業 

（１）小企業者組合が、組合員及び組合の活性

化のために実施するフィージビリティ・スタ

ディ 

  ①テーマ例 

  ・ＩＴを活用した市場開拓 

  ・首都圏や海外等の新たな需要先の開拓 

 ・今後の原材料の安定的確保 

 ・消費者ニーズに対応する新たな意匠開発 

 ・他分野との連携による技術開発 

 ・物流システムの効率化 

 ・伝統・技能の継承 

  ・ＳＤＧｓを取り入れるための既存事業の再

検討 

  ・緊急時に備えたＢＣＰ策定 等 

  ②手法例 

  ・利用者・消費者等へのアンケートによるフ

ィージビリティ・スタディ 

  ・新商品のテストマーケティングによるフィ

ージビリティ・スタディ 

  ・国内外の展示会等への出展によるフィージ

ビリティ・スタディ 等 

（２）上記（１）のフィージビリティ・スタデ

ィの結果を活用した具体化のための事業 

「実施例」 

・ＩＴの活用や物流効率化等の実証システム

の開発、プロトタイプの開発 

  ・海外市場開拓のための試験的な期間限定の

多言語対応Ｗｅｂサイトの構築 

 ・新商品・新技術の開発（試作、改造、実

験、実用化試験） 

 ・原材料の安定的確保を図るためのストック

ヤードの設計 

 ・伝統・技能継承のための資格制度の創設を

目指したテスト的な試験の実施 

  ・大災害発生に対応するためのＢＣＰ策定 
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  ・ＳＤＧｓに対応した新商品・サービスの開

発 等 

３．補助対象経費 

謝金、旅費、会議費、借損料、通信運搬費、印

刷費、原稿料、消耗品費、雑役務費、委託費 

４．補助額・補助率 

補助上限額：120 万円、補助下限額：10 万円 

補助率：補助対象経費総額（税抜き）の 6/10 

５．提出書類・提出方法 

（１）申請書 

  本会ホームページより、応募申請書をダウン

ロードし、正１部、副１部を作成してください。 

（２）添付書類 

  申請に際しては以下の書類１部（共同申請の

場合は全ての申請者の書類を各１部）を添付

してください。 

①定款 

②直近年度の事業報告書及び決算関係書類 

③当該事業年度の事業計画書及び収支予算書 

④組合員名簿 

６．公募期間 

 令和８年５月１１日（月）～６月１９日（金） 

７．提出・お問い合わせ先 

富山県中小企業団体中央会 流通労働支援課 

〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3 

富山商工会議所ビル６階 

 ＴＥＬ．０７６－４２４－３６８６ 

 

◇ 「外国人材定着モデル企業募集」のご案内 

 

 富山県では、外国人材の定着に向けて、外国

人材受入・定着の総合的な支援窓口である「と

やま外国人材活用・定着支援デスク」の定着支

援員（行政書士）や地域おこし協力隊員による

伴走支援を受けながら、日本語教育や職場環境

整備、地域交流などに取り組む「外国人材定着

モデル企業」を募集しています。 

 外国人材が就労や生活をしていくうえで基盤

となる日本語の講習、相互理解のための日本人

社員向けセミナーの開催など職場環境の整備、

祭りやゴミ拾い等の地域活動への参加など、企

業の課題に応じた取組みをサポートします。ぜ

ひご応募ください。 

 

１．スケジュール 

（１）【４月頃】モデル企業を募集します（５

社程度） 

（２）【５～６月頃】定着支援員と一緒に外国

人材の定着に向けた課題を整理します 

（３）【６月頃】課題に応じて年間計画を策定

します 

（４）【６～１月頃】日本語教育や職場環境整

備、地域交流等の取組みを実施します 

（５）【２月頃】効果測定を実施し、定着支援

員等と事例をまとめます 

※打ち合わせは企業での原則対面実施とします

が、適宜オンラインも活用できます。 

２．募集対象 

県内に事務所を有している次の外国人材受入

機関 

（１）外国人を雇用している企業（中小企業基

本法（昭和38年法律第154号）第2条第1

項に規定する中小企業者に限る。） 

（２）外国人を雇用している常時使用する従業

員の数が100人以下である中小企業基本法

に規定する法人以外の法人（農事組合法

人、漁業協同組合等） 

 

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第 一 銀 行 
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３．募集期間 

令和 8 年 4月 15 日（水）～5 月 8 日（金）17 
時まで 
※応募企業が 5 社に満たない場合は、追加募集

する場合があります。 
※応募企業が 5 社を上回る場合は、審査基準に

より、産業分野や地域等のバランスなども勘

案し、県が申請内容を審査の上、決定します。 
 応募方法等詳細は富山県ホームページをご覧 
ください。 
４．お問い合わせ先 

富山県地方創生局外国人共生社会推進課外国 
人共生社会推進担当 
ＴＥＬ：０７６－４４４－８８７３ 

 

◇ 「令和８年度とやま中小企業人材育成カレッ

ジ」開講のご案内 

 

 富山県では、とやま中小企業人材育成カレッ 

ジを開講し、中小企業の経営者、管理者、従業員 

等の方々を対象とした人材研修事業を実施して 

います。リーズナブルで質の高い研修を提供い 

たしますので、ぜひ、ご活用を検討ください。 

※オンライン研修を除き、研修会場は富山県中 

小企業研修センター（富山市赤江町1-7）になり 

ます。 

 

１．長期コース 

（１）次世代の自己改革力・組織リーダーづく

り 

２．短期コース 

（１）組織マネジメント講座 

①やる気を引き出すリーダーシップ 

②人手不足時代の人材戦略～いないものはいな

い！来ないものは来ない！への処方箋～ 

③本気で女性管理職を増やすぞ！セミナー 

④人と組織が成長する対話力を高める 

⑤～ビジネスパーソンが身に付けたい～「問題解決

力」向上セミナー 

（２）財務管理講座 

①決算書の読み方と活かし方 

（３）労務管理講座 

①人が中心の職場づくりとは？ 

（４）生産性向上講座 

①実戦で気づく！生産性向上とヒューマンエラー対

策 

（５）営業力強化講座 

①良い商品なのに選ばれない会社の共通点 

 各講座の詳細はとやま中小企業人材カレッジのホ

ームページをご覧ください。 

３．対象 

 中小企業の経営者、管理者、職場リーダー等 

４．受講料 

 ５，０００円～１１０，０００円 

５．申込方法 

 とやま中小企業人材育成カレッジのホームページ

から応募要領を確認の上、お申し込みください。 

６．お問い合わせ先 

 富山県商工会連合会 

 ＴＥＬ：０７６－４４１－２７１６ 

 

◇ 本会新規職員採用（令和8年５月１日付）のお知 

らせ 

 

 石井 漱亮  工業支援課主事（新規採用） 
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